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集合住宅システムの選択

特例の適用表

省令適用できず開口部
4m2以下

YES

NO

＊1
開放型適合

二方向避難型適合
YES

YES
NO

NO

非常警報設備の対象外
非常警報設備（令第24条） 省令適用できず

延べ面積
500m2以上

NO住宅用火災警報器
等の設置

共同住宅等

YES

適用範囲か
※建築構造上要件右記参照

NO

YES

YES

収容人員
50人以上NO

5階建て以下
の共同住宅

15階建て以上
の共同住宅

11～14階建て
の共同住宅

6～10階建て
の共同住宅

構造類型

規模

＊3
二方向避難・
開放型特定共同住宅等

二方向避難型特定共同住宅等の基準
及び開放型特定共同住宅等の基準の
双方に掲げる要件を満たすもの。

11階以上

共同住宅用

スプリンクラー設備

全階

共同住宅用
自火報設備

10階以下

共同住宅用
自火報設備

内装制限等 実施せず
＊2

内装制限等 実施
＊2

開口部面積4m2以下など

10階以下

11階以上

共同住宅用

スプリンクラー設備

共同住宅用
自火報設備

＊1

二方向避難型
特定共同住宅等

二以上の異なった避難経路（避難上有効なバルコニーを含
む。）を確保していると認められるもの。

開口部面積4m2以下など

全階 共同住宅用
自火報設備

＊1

全階
共同住宅用

非常警報設備住戸用
自火報設備

開口部面積4m2以下など
＊1

全階

共同住宅用

非常警報設備

住戸用
自火報設備

＊1【開口部面積】住戸等と共用部分との間の開口部（窓・出入口等）の合計が4m2以下（共用室は8m2以下)で1つの開口部が2m2以下であるもの。
＊2【内装制限等（11階以上の場合）】住戸および管理室の壁等が不燃または準不燃材である場合。共用室の壁等が不燃あるいは準不燃材で、共用室とその他の部分の開口部
が、規則第13条第1項第1号口の規定に適合し、規則第13条第1項第1号ハの規定に適合する防火戸が設けられている場合。

〈旧220号〉
・5階建て以下
・開口部面積
 4m2以下など

〈旧220号〉
・2階建て以下
・開口部面積
 4m2以下など

＊4

＊4 ＊4 ＊4

＊4

＊4

＊4 ＊4
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＜ご注意＞
●昭和50年4月15日付け消防予第41号通知中「独立した用途に供さ
れる部分」（90％、300m2未満）については省令が適用できます（ただ
し、150m2ごとの防火区画が必要）。
●設置に関する詳細は、総務省令第40号（平成17年3月25日公布・平
成17年総務省令第40号）（平成17年3月25日公布・平成17年消防
庁告示第2号）（平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第4
号）をご確認ください。運用については、所轄消防署へご確認ください。

1.主要構造部が耐火構造であること。（平成17年消防庁告示第2号第3の1関係）
2.共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料ですること。（平成17年消防庁告示第2号第3の2関係）
3.住戸等は、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。開口部並びに床を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、一定の要件
を満たすこと。（平成17年消防庁告示第2号第3の3関係）
4.特定光庭が存する場合における当該特定光庭に面する開口部及び給湯湯沸設備等に関する基準に合致していること。（平成17年消防庁告示第
2号第4の2関係）

適用できる建築構造上の要件

二方向避難型
特定共同住宅等
（非開放）

非二方向避難
非開放型
特定共同住宅

省令40号通知

非対応システム

開口部面積
4m2超

消防法施行令
第21条
適用

非開放型共同住
宅においては開
口部合計が4m2

以下しか省令
40号適用は認
められません。

その他の
特定共同住宅など
「二方向避難型特定共同住宅等」「開放
型特定共同住宅等」「二方向避難・開放型
特定共同住宅等」以外の特定共同住宅。

開口部面積
4m2以下など

開口部面積
4m2以下など

共同住宅用

スプリンクラー設備

全階

共同住宅用
自火報設備

11階以上

10階以下

共同住宅用
自火報設備

＊1

＊1
内装制限等 実施せず

10階以下
共同住宅用
自火報設備

11階以上

共同住宅用

スプリンクラー設備

＊2
内装制限等 実施

14階以下
共同住宅用
自火報設備

15階以上

共同住宅用

スプリンクラー設備

＊2

内装制限等 実施 内装制限等 実施せず

10階以下
共同住宅用
自火報設備

11階以上

共同住宅用

スプリンクラー設備全階

共同住宅用
自火報設備

＊2 ＊2

全階 共同住宅用
自火報設備

全階
共同住宅用

非常警報設備住戸用
自火報設備

開放型
特定共同住宅等

廊下及び階段室等が開放性を有すると認められるもの。

開放型適合

YES

NO

省令適用できず NO

YES

開口部
4m2以下

＊1

＊3【構造類型】構造類型の詳細については平成17年消防庁告示第3号をご参照ください。
＊4　福祉施設部分を含む特定共同住宅は、屋内消火栓設備や誘導灯及び誘導標識、避難器具の免除部分が異なります。

〈旧220号〉
・2階建て以下
・開口部面積
 4m2以下など

＊4 ＊4

＊4

＊4

＊4

＊4

＊4

＊4

＊4＊4

＊4

＊4

＊4
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総務省令第40号による設置基準
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